
 

 

 

 

 

 

 不用品の買取りに係るトラブル発生中！ 
    訪問購入のトラブルにご注意ください 

      

春は引っ越しや衣替えなどで、不用品の整理をする機会が増える季節です。 

しかしこの時期、不用品の買取りをめぐるトラブルも増えています。 

消費者の家を買取り業者が訪問し、不用品や貴金属、ブランド品などを買取ることを 

“訪問購入”といいます。 

今回は訪問購入についての事例とアドバイスをご紹介します。 

◆事例  

・買取り業者から電話勧誘を受け、「お皿を買取ります」 

と言われていたのに、家に来たら「貴金属を売ってくれ」と言われ、 

アクセサリーを強引に買取られた。 

・契約書には「アクセサリーまとめて９点」とだけ書かれていて、 

何をいくらで買取られたのかわからない。 

      クーリング・オフをして取り戻したいと連絡しても拒否された。 

  ・訪問業者に貴金属はないと伝えたら、大声で怒鳴られ、怖い思いをした。 
 

◇訪問購入には、消費者を守るためのルールや制度があります。 

 ２０１３年２月に特定商取引に関する法律（特商法）に訪問購入が加えられました。 

  この法律には、買取り業者が守るべきルールや、消費者を保護する制度が定められています。 

 〈禁止事項〉 

  ・不招請勧誘：消費者からの要請がないのに、突然訪問して勧誘すること。 

         査定のみと依頼したのに、訪問のついでに買取りも勧誘すること。 

         事前の約束とは違う物品について,買取りの勧誘をすること。 

  ・事業者名、買取る物品の種類、勧誘の目的を明示せず勧誘すること。 

  ・消費者が断った場合に、居座ることや再勧誘すること。      
  

☆アドバイス  

 ・不要な勧誘はきっぱり断りましょう。 

 ・貴金属やブランド品などを、むやみに見せたり、触らせたりしないようにしましょう。 

 ・訪問買取りの場合、クーリング・オフができる場合があります。 

・売却した場合は、契約書面の交付を受けましょう。 

 ※契約書面には、物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフについての説明事項、 

申込みや契約の年月日、事業主の住所、名称、連絡先、担当者の氏名の記載義務が 

あります｡ 

※ 困ったとき、不安に思ったとき、トラブルにあったときは、     

              浜松市くらしのセンター等に相談しましょう。             

             専門的知識をもった相談員がお話を伺い、助言等を行います。 

       （浜松市くらしのセンター：457-2205   消費生活ホットライン  188） 
【引用・参考】トラブルを防ぐには（2018 年１月）掲載：独立行政法人国民生活センター 
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